
【連絡先】 みどり環境局公園緑地管理課
TEL: 045-671-2642  MAIL: mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp

■屋外での受動喫煙対策について、引き続きご協力をお願いします。
望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙が禁止されていない場所でも、周囲に人がいる場合には喫煙を控えるなどの配慮を
お願いします。また、市内全域でポイ捨ては禁止です。歩きたばこもやめましょう。

受動喫煙防止対策について
（健康福祉局健康推進課）

ポイ捨て・歩きたばこについて
（資源循環局街の美化推進課）

公園の禁煙化について
（みどり環境局公園緑地管理課）

令和７年４月から
横浜市の公園は
禁煙になります
みなさまが気持ちよく安心して公園を利用できるよう
ご理解とご協力をお願いします。



磯⼦区役所・磯⼦警察署からのお知らせ

◆下水道設備の「点検商法」にご注意ください！◆
最近、市内各地で、「ご自宅内の排水設備の点検をさせてほしい」、
「工事車両をご自宅近くに停めさせてほしい」、「お出かけの時間が
決まっていれば教えてほしい」といった電話が増えています。
下水道を管理する横浜市下水道河川局や磯子土木事務所では、
下水道工事の際にご自宅内の排水管を点検することはありません。
宅地内の排水管等は所有者の皆様の責任で清掃や管理をするも
のですが、普通の使い方をしている限り、詰まったり壊れたりするこ
とはまずありません。点検や排水設備の修繕を勧められたりしても、
必要がなければ、きちんと断りましょう。
万が一、不具合がある場合は、お近くの「横浜市排水設備指定工
事店」か「横浜市管工事協同組合(電話６８１－６６３１)」にご相談く
ださい！
以下に最近の手口をご紹介しますので、参考にしてください。

■ 「下水（水道）の工事で…」「下水の点検で…」など、横浜市や磯子土木事務
所と関係があるような紛らわしい言い方で電話があり、立ち合いの時間を約束
させられる。

■ 工事車両をご自宅前に停めるので、留守の時間を教えてほしいと尋ねる。
■ 「無料で点検」などと言って点検し、不良箇所を見つけて強引に修理を迫る。
■ 断ると恐喝まがいの威圧的な態度に出て、強引に契約を迫る。

【お問合せ先】
横浜市磯子土木事務所 電話 ７６１－００８１
横浜市下水道河川局管路保全課 電話 ６７１－２８３０
磯子警察署 電話 ７６１－０１１０

「変だな！？」と感じたら、身分証明書の提示を求めたり、業者名、担当者名、
連絡先をお控えの上、【お問い合せ先】までお知らせください。
★ 横浜市の担当職員の名前が入った工事のお知らせをポストに入れておいてほしいと伝えま

しょう。
★ 横浜市へ確認するので、正式な工事名あるいは業務委託名称を教えてほしいと伝えましょ

う。
★ 通常、横浜市で行う工事のお知らせは、事前に紙でお知らせいたします。基本お電話をす

ることはありません。
★ あまりにしつこく契約を迫ったりする場合は、警察に連絡すると伝えましょう。
★ 帰り際に“捨てぜりふ”を言われても動じないようにしましょう。
★ また、門柱や玄関に不審なシールや目印が貼られていないか確認し、撤去しましょう

（※様々な悪徳商法の目印になっていることがあります）。

対策は・・・

今までの手口の一例

2024.10



『横浜市水道局  不審者』で検索

水道局関係者を装った

不審な訪問や電話、メールに

ご注意ください

01142116
テキストボックス
掲示用

01142116
タイプライターテキスト
こちらの面を見えるように掲示をお願いします．



　水道局の職員や委託事業者などの水道局関係者を装い、 
  水道局から指示や依頼を受けていると言って、ご自宅へ 
  訪問する不審者や、不審な電話、不審なメールが送られて 
  きたという情報が多数寄せられています。

    不審な電話の後、水質検査をすると訪問があり、検査後に
　　「水質が良くない」と言われ、水道管の洗浄を勧められた
　　ため洗浄をしてもらったところ、高額な請求をされた事例
　　も発生しています。

　何か不審な点がある場合には、家の中に入れたり、
　すぐに契約や金銭の支払い等はせず、
　水道局お客さまサービスセンターへご連絡ください。
　不審なメールが届いた場合には、メールを開かずに
　削除してください。



燃やすごみ・燃えないごみ
スプレー缶・乾電池

プラスチック製容器包装
またはプラスチック資源

缶・びん・ペットボトル
小さな金属類

２８日（土）

２９日（日）

３０日（月）

３１日（火）

１日（水）

２日（木）

３日（金）

４日（土）

５日（日）

６日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年度　横浜市資源循環局

12
月

通常の曜日どおり収集します

収集はお休みです

通常の曜日どおり収集します

収集はお休みです

１
月

通常の曜日どおり収集します

収集はお休みです

通常の曜日どおり収集します

年末年始のごみと資源物の収集日程

１２月３1日(火)から１月３日(金)まで、

収集はお休みさせていただきます。

収集日程を

お確かめの上、
ルールを守って
お出しください。

粗大ごみの申込み 電話でのお申込みは１２月３１日（火）から１月３日（金）までお休みします。

横浜市 粗大ごみ
２次元コード

※12月のお申込みは特に混み合い、
年内の収集にお伺いできない場合がございます。

粗大ごみのお申込みについてはこちらから
又は、インターネットで 「横浜市 粗大ごみ」 と検索

〇 年末も、ごみと資源物の分別と減量にご協力をお願いします。
〇 ごみと資源物は、各収集日の にお出しください。

（年末年始の期間は、通常と収集時間が変わることがあります。）

〇 収集がお休みの日は、ごみと資源物を絶対に出さないでください。

〇 分別されていないものは収集できません。 横浜市資源循環局マスコットイーオ

※ 古紙・古布等の、「資源集団回収」の日程については、

実施している自治会・町内会等か、回収業者へ直接お問合せください。

12月30日正午から１月３日までにお申し込みされた方への返信（収集日等のお知らせ）は、１月４日以降になります。










